
ソフィア・ガーデンズ川崎
理事会運営細則

令和 4年 4月 1日
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第１条（目的）
この細則は、ソフィア・ガーデンズ川崎管理組合（以下「管理組合」という）管理規約（以
下「規約」という） に定めた理事会の運営を適正かつ円滑に行うため、規約第 71条に基づき、
この細則を定める。

第２条（役員の選任）
役員は以下の通りとする。
(1) 理事長 １名
(2) 副理事長 １名
(3) 会計担当理事 ２名
(4) 全体利用施設協議会担当理事 ２名
(5) 理事（理事長、副理事長、会計担当理事、全体利用施設協議会担当理事を含む。以下同
じ） １４名以内

(6) 監事 ２名
2.理事および監事は、現に居住する組合員及びその組合員の委任を受けた、本マンションに現
に居住する二親等内の成年親族とする。
3.理事は原則として各階毎に 1名を輪番制で選任する。
4.理事長、副理事長、会計担当の選任方法は以下の通りとする。

(1) 立候補者がいる場合はこれを優先する。
(2) 立候補者がいない場合は、前任の理事による推薦と理事の話し合いで決める。

4.監事は理事会の「業務監査」と「会計監査」を行うため、理事を兼ねてはならない。
5.監事は専門的知識を有する者、又は理事長経験者などから選任する。
6.理事は高齢、病気、その他のやむを得ない理由がある場合は、総会の承認を受けて輪番から
免除できるものとする。

第３条（役員の任期）
理事の任期は、新たに就任した日の属する年度の通常総会が開かれた日の翌日から当該年度
の翌々年度の通常総会の開かれる日までの２年間とする。
2.理事は毎年その半数を改選する。
3.理事の再任は妨げないが、続けての再任は 1回までとする。
4.監事の任期は第 1項にある２年間とし、再任は妨げないが続けての再任は 3回までとする。
5.役員が第 2条第 2項の資格を失った場合には、その役員の地位を失う。
6.監事は輪番において理事に選任されたものとしてカウントする。
7.任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続き
その職務を行う。

第４条（理事会の開催）
理事会は原則として毎月開催する。

2.理事会の議案書は開催日の 3日以上前に、書面又は電磁的記録により全ての理事、監事に配
布されなければならない。
3.監事は理事会に出席して意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。
4.開催方法としては、会合方式以外にオンライン、文書回答方式による開催も可能とする。
5.議長は議事開始の前に議事録担当者を指名しなければならない。
6.理事に事故等があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は本マンションに現に居
住している二親等内の親族に限り、代理出席を認める。
7.理事長は必要に応じて、専門家、関係者等を理事会に参加させることができる。
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第５条（組合員の傍聴）
組合員から予め申し入れがあった場合、特別な事情がない限り理事会は傍聴者として会場へ
入場させることができる。

第６条（議事録の作成・保管）
議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2.議事録は 1週間以内に作成し、迅速に回覧または配布しなければならない。
3.議事録原本には、議長および議長の指名する、理事会に出席した理事の署名を付するものと
する。
4.電磁的議事録原本の場合、電子署名を付するものとする。ただし書面による議事録原本があ
る場合、電磁的議事録には電子署名は必要としない。

第７条（帳票等の保管）
理事会は別に定める保管書類一覧表の書類を保管しなければならない。

第８条（監事の報告）
監事は総会において、以下の報告をしなければならない。
(1) 理事会の業務の執行状況。
(2) 点検・清掃・修繕工事などが適正に行われていること。
(3) 総会に上程する議案が適正に行われているか。
(4) 購入した備品・消耗品、支払いなどの会計処理。
(5) 各種設備の点検報告書・工事報告書。
(6) 預金残高、保険契約書、有価証券などの財産の状況。

2. 監事は第 1項の報告のため、理事会に必要資料の提出を必要な時期に求めることができる。
3. 監査では別に定めるチェックリストを使用するものとする。

附則

第 1条
規約並びに本細則に定めのない事項は理事会の決定によるものとする。

第 2条
この細則は、令和 4年 4月 1日から施行するものとする。
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保管資料一覧表

表 1 保管資料一覧 (東京都のマンション管理ガイドブック P54)

帳票等 保存期間 備考

会計関係

収支決算書及び事業報告書 永久 決算承認後
収支予算書及び事業計画書 永久 決算承認後
監査報告書 永久 決算承認後
預金通帳 永久 非使用分含む
什器備品台帳（総会議案書） 永久 最新分のみ
預金出納帳（月次監査報告書） 10年 決算承認後
支出に関する請求書、領収書 10年 決算承認後
金融機関届出印 ( 非使用分) 5年 非使用後

工事関連

計画修繕等工事請負契約書 永久
計画修繕等工事見積書 永久 契約締結分
計画修繕等工事完了届及び保証 永久
計画修繕等工事履歴 永久
長期修繕計画書 永久 過去分含む

総会関係 総会議案書及び総会議事録 永久
総会出席票・委任状・議決権行使書 10年

理事会関係 理事会議案書及び理事会議事録 永久
理事会等の引継ぎ書 永久

建物設備管理関係

設計図書 永久
建築確認通知書 永久
建物・設備点検等契約書 10年 契約期間満了後
建物・設備点検等報告書 10年

管理費等滞納関連 管理費等滞納状況 10年 債権回収後
滞納管理費等督促履歴 10年 債権回収後

管理業者関連

管理事務報告書 ( 年次報告書) 永久
収支状況報告書 ( 月次報告書) 永久
管理委託契約書 10年 契約期間満了後
重要事項説明書 10年 契約期間満了後

管理規約関連 管理規約原本 永久 改定履歴含む
各種細則原本 永久 改訂履歴含む

契約関連 駐車場等の使用契約書 5年 契約期間満了後
保険証券 永久

名簿関係 組合員名簿 永久
組合員等異動届 5年

売主関連 アフターサービス基準書 永久
売買契約書、重要事項説明書等 永久

その他 誓約書 1年 本人退去後
専有部分修繕等工事 永久
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